
神守下町地区整備計画（案）の概要 
 

【現状・課題】 

 神守下町地区は、昭和60年に土地区画整理事業を前提に市街化区域に編入しましたが、その際、土地区画整理

事業の完了までは、乱開発を抑制するため、暫定的な取り扱いとして、建蔽率30パーセント、容積率50パーセン

トという土地利用に厳しい制限を設けました。（これを暫定用途地域といいます。） 

しかしながら、その後 30年以上、土地区画整理事業は実施に至らず、土地の有効活用の観点からも制限の見直

しが急務となっています。 

このため、当地区も平成 28年３月の神守中町地区整備計画に引き続き、「地区計画」という都市計画上の制度を活

用して土地の有効活用を図ってまいります。 

 

【地区整備計画（案）】地区面積 約19.3ヘクタール 

１．将来の土地利用方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更内容】 

➢Ａゾーン：低層住宅地区（約14.7ヘクタール）：第１種低層住居専用地域（高さ制限：10メートル） 

（建蔽率60パーセント、容積率100パーセント） 

➢Ｂゾーン：一般住宅地区（約4.6ヘクタール） ：第１種住居地域（高さ制限：なし） 

（建蔽率60パーセント、容積率200パーセント） 

 

２．道路・公園の整備方針 

  地区計画の決定には、道路や公園などの都市基盤の整備が必須です。当区域では、次のように道路や公園を

整備します。 

 【道路】 

   ４メートル未満の道路（７路線、総延長 約653メートル）については、今後、道路に接する土地に建物が建

築される際、セットバックにより最低４メートルまで拡幅します。（セットバックした後退用地は寄附を受け道

路として整備します。） 

 

 【公園】１箇所（面積2,236㎡） 

  市で用地を買収し、通常は多目的利用しますが、災害時は避難場所としても利用できる公園として整備しま

す。（国の補助事業を活用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．建築物等の用途の制限、敷地面積の最低限度、その他の制限 

  今回の地区整備計画では、建築できる建物の用途についても制限します。なお、それぞれのゾーンにおける

制限内容は以下のとおりです。 

現在の用途地域 将来の用途地域 

Ｂｿﾞｰﾝ 

Ａｿﾞｰﾝ 

Ｂゾーン 

Ａゾーン 

平 成 30 年 ８ 月 22 日 
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